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第１条（目的）
本指針は、介護等現場における利用者や家族等によるハラスメントの実態を伝えるとともに、事業者として取り組むべき対策などを示すことにより、介護等現場で働く職員の安全を確保し、安心して働き続けられる労働環境を築くための一助となること、ひいては人材の確保・定着につながることを目的とする。

第２条（ハラスメント防止方針の明確化と周知）
１　当事業所は、ハラスメント防止に関する方針を明確に定め、就業規則・社内
　掲示・ホームページ等を通じて全職員に周知する。
２　ハラスメント事案が発生した場合は、再発防止の観点から全体周知を行う。

第３条（定義）
現場におけるハラスメントは以下の５つとする。
①身体的暴力 身体的な力を使って危害を及ぼす行為。 例：コップを投げ
つける／蹴られる／唾を吐く 
②精神的暴力 個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おと
しめたりする行為。 例：大声を発する／怒鳴る／特定の職員にいやがら
せをする／「この程度できて当然」と理不尽 なサービスを要求する 
③セクシュアルハラスメント（以下「セクハラ」という） 意に添わない
性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為。セクハラに
ついては、上司や同僚に限らず、利用者やその家族等から受けるものも含
まれる。例：必要もなく手や腕を触る／抱きしめる／入浴介助中、あから
さまに性的な話をする
④カスタマーハラスメント　顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当
な要求等の著しい迷惑行為
⑤パワーハラスメント　①優越的な関係を背景とした言動であって、②
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が
害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすもの

第４条（ハラスメントの禁止）
ハラスメントはいかなる場合でも絶対に行ってはならない。

第５条（懲戒規定の整備）
１　当事業所は、ハラスメント行為を行った者に対する懲戒処分の規定を就業
　規則に明記し、全従業者に周知するものとする。
２　行為者が利用者や家族等、事業所外の者である場合には、懲戒処分の対象
とはならないが、必要に応じて関係機関との協議や対応方針の見直しを行
うものとする。

第６条（相談及び苦情への対応）
１　相談の中で以下について確認する。なお職場におけるハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるハラスメントに該当するか否か微妙な場合であっても、相談・苦情に対応するものとする。
1 相談者と行為者の関係（上司・部下・同僚・他部門等）。
2 問題とされる言動がいつ、どこで、どのように行われたか。
3 行為者の行動に対し相談者はどのように感じ、どのような対応をと
ったか、また、それに対する行為者の反応。
4 行為者の言動について、以前にこのような言動を行ったなど聞いた
ことがあるか、また、他の人に対しても同様な言動がなされてい
るか。
5 上司等に対する相談は行ったか。
6 現在の相談者と行為者との状況はどうか。
２　相談に当たっては、以下について留意する。
1 相談者からの話は、本人の了解を得た上で、相談者と担当者の認識のずれをなくすためにきちんと記録しておくこと。
2 相談者の求める援助が、加害者に言動を止めるよう求めているか、不利益の回復なのか、謝罪を要求するか、職場全体としての対処を望むのか等、的確に把握すること。
③　相談者の様子をよく観察して、対応に時間的な余裕があるかどうかを見
極めること。
④相談者の意向を踏まえ、解決方法やこれからの手順を説明するとともに
、当面の対処の仕方についてアドバイスすること。
３　相談に際して得られた個人情報や相談内容は、本人の同意なく第三者に
示してはならない。ただし、法令に基づく場合を除く。

第７条（相談窓口の設置）
１　相談方法は、原則面談によるものとするが、電話、手紙、電子メールも可とする。相談、苦情への対応は、別添フローチャートによる。
２　相談窓口担当者は●●●●とする。
３　相談窓口担当者は、以下について留意する。
①初めに相談を受けた者の対応によっては問題が大きくなりかねないこと
から、初期対応は非常に重要であり、適切、迅速に対応すること。
②相談者やその相談内容に関係する者のプライバシーや名誉などを尊重し
、知り得た事実の秘密を厳守すること。
③相談は公正真摯な態度で、丁寧に聞くこと。
④相談者が面接による相談を望まない場合は、手紙、電話等の方法による
ことも教示すること。
⑤相談者の直面する問題の把握が大切であり、そのために不安感を取り除
く等の配慮をしながら、解決策を考えること。
⑥解決のための行動を起こす場合には、その都度事前に相談者にその旨を
伝え、意向を確認しながら行うこと。
⑦解決に時間を要するおそれのある場合は、相談者にその旨と所要日数の
見込みを伝え、その後も、相談者に不安を与えないため、進捗状況を知
らせながら進めること。
⑧相談の対象は、ハラスメントにあたるかどうか厳密に判断するのでは
なく、放置しておけばハラスメントになってしまうものもあるので幅広
く対象とすること。
４　相談対応後は、事実関係を調査する苦情処理窓口担当との連携を密にする。担当以外の者にこの件で接触しようとする場合は、必ず相談者に事前に同意を得ることとする。
５　相談窓口を定めた場合、あらかじめ従業者に周知する。

第８条（外部専門機関との連携）
１　当事業所は、必要に応じて、外部の専門機関（弁護士、社労士、産業医等）
　と連携し、相談対応や事実確認における専門的助言を受けられる体制を整備する。
２　外部機関との連携を行う場合は、相談者の同意を得たうえで実施するものとする。

第９条（相談窓口担当者の研修）
１　相談窓口担当者には、ハラスメント対応に関する専門的知識を習得させるため、定期的に研修を実施する。
２　研修内容には、相談対応スキル、守秘義務、記録・報告手順、被害者対応時の留意事項を含むものとする。
３　担当者が外部研修を受講する場合には、事業所がこれを支援する。

第１０条（苦情処理窓口担当の設置）
１　職場でハラスメントが発生した場合の対応として、相談窓口のほか苦情処理窓口担当を設けることとする。苦情処理窓口担当は、公正かつ客観的な立場で対処する。苦情処理窓口担当は、●●●●とする。
２　以下について、苦情処理窓口担当は対応する。
①事実の確認のため迅速に事情聴取を行うこと。
②把握した事実関係、対応状況等についての記録を作成し、保管してお
くこと。
③事実確認の過程であっても、必要に応じて適切な応急措置を講ずる
こと。
④被害者からの事実確認について
相談記録に基づいて、事実関係を改めて被害者に確認すること。
ハラスメントの内容が公になり、職場に居づらくなるようなことが
ないよう、担当は十分配慮すること。
⑤加害者とされた従業者からの事情聴取については被害者の相談内容を
説明した上で、事実関係についての事情聴取を行うと同時に、十分な弁
明の機会を与えること。
なお、加害者とされる者のプライバシーが十分守られるよう、細心
の注意を払い事情聴取すること。
⑥当事者双方の言い分が食い違っている場合等には、職場の同僚等から
の事実確認も行うこと。

第１１条（メンタルケア支援）
１　当事業所は、ハラスメント事案により心理的影響を受けた職員に対
　し、産業医・カウンセラー等の専門家によるメンタルヘルス支援を行う体制を整備する。
２　必要に応じて医療機関受診を促し、相談者の心身の安全を最優先に配慮する。

第１２条（再発防止の義務）
当事業所は、職場におけるハラスメント事案が生じた時は、周知の再徹底
及び研修の実施、事案発生の原因の分析と再発防止等、会社全体の業務体制の整備等、適切な再発防止策を講じなければならない。

第１３条（業務体制の整備）
１　当事業所は妊娠・出産、育児や介護を行う従業者が安心して制度を利
用し、仕事との両立ができるようにするため業務配分の見直し等を行う。
２　従業者は会社が整備する妊娠・出産、育児や介護に関する制度を就業規
則等により確認する。制度や措置を利用する場合には、早めに上司等に相
談し、制度の円滑な利用のために業務に関わる従業者との円滑なコミュニ
ケーションを図るよう努める。

第１４条（関係者の責務）
１　国、事業主、労働者及び顧客は、相互に連携し、ハラスメントのない職場環
　境の実現に努める。
２　事業主は、職員に対してハラスメント防止研修を実施し、自らの言動に留意
する責務を負う。
３　労働者は、ハラスメント防止に関する理解を深め、自らの言動に注意すると
ともに、事業主の雇用管理上の措置に協力する。
４　利用者および家族等にも、ハラスメント防止への理解と協力を求めるもの
とする。

第１５条（ハラスメントに対する取り組み）
１　当事業所は、ハラスメントに対する取り組みとして、第3条に定義
するハラスメントの内容及び第4条記載の通り行ってはならない旨を明確化
し、従業者に周知・啓発する。利用者・家族等に対しても同様とする。
２　当事業所は、顧客等からの著しい迷惑行為（カスタマーハラスメント）に対して下記事項に取り組む。
①相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備。
②メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させな
いなど被害者への配慮のための取組。
③マニュアル作成や研修実施等、業種・業態等の状況に応じた被害防止
のための取組。
３　相談しやすい職場環境づくりのために、管理者等は、職員の変化を的確に把握できるように、 日頃から職員との良好な関係を築いていくことが重要である。よって職場の風通しを良くするための取組を行うとともに、相談しやすい場を定期的に設けることに努める。
４　利用者や家族等の理解不足により苦情等に発展することを防止するため、サービスの目的、範囲及び方法を理解し、施設・事業所内で対応や説明方法の統一等の取組を図る。
５　利用者やその家族の情報を可能な範囲で適切に収集し、事業所内で情報共有する。
６　職員個々人に対応を委ねるのではなく、組織として迅速かつ統一的な対応を図るための体制構築を図る。
７　組織として迅速かつ適切に苦情処理を行ったにも関わらず、解決しない場合は、①市町村、②都道府県社会福祉協議会の運営適正化委員会、③（各都道府県の運用に従い）国保連の苦情処理制度に苦情を申し立てる旨ができる旨を利用者に情報提供するなど対策をたてるように努める。各窓口の対象範囲・手続は地域の要件に従う。
８　事故が発生した場合、苦情対応と同様、組織として迅速かつ適切に対応する体制を構築する他、損保会社への連絡等によって解決の道筋を速やかにつけるよう努める。


第１６条（他の事業主への協力）
当事業所は、自事業所の職員が他事業所の職員に対してハラスメントを行
った場合、又は他事業所の職員等から被害を受けた場合には、相手方事業主か
らの要請に応じ、事実確認や防止措置に関して誠実に協力する。

第１７条（ハラスメント対策委員会の設置）
１　当事業所は、ハラスメントの発生の防止・早期発見に加え、発生した場合はその再発を確実に防止するための対策を検討するとともに、ハラスメント防止に関する措置を適切に実施することを目的として「ハラスメント対策委員会」を設置する。
[bookmark: _Hlk184125702]２　ハラスメント対策委員会の構成委員は以下とする。
　・●●●●
・●●●●
・●●●●
・●●●●
・●●●●
・その他必要に応じ委員を指名する。
・構成員は、幅広い職種で構成するとともに責務及び役割分担を明確
にする。
３　委員会は、年●回以上開催する。
事案発生時等、必要な際は、随時委員会を開催する。
出席できない委員に対しては、●●●●により、委員会に参加できる
体制を整える。
４　ハラスメント対策委員会の役割は以下のとおりである。
①ハラスメントのための計画作り。
②ハラスメントのチェックとモニタリング（ハラスメントが起こりやす
い職場環境の確認等）。
③ハラスメント発生後の検証と再発防止策の検討。
④委員会の組織その他事業所内の組織に関する事項の検討。
⑤ハラスメント防止のための指針整備に関しての検討。
⑥ハラスメント防止のための職員研修の内容に関する事項の検討。
⑦ハラスメント等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関す
る事項の検討。
⑧従業者がハラスメントを把握した場合に、市町村への通報が適切に行
われるための方法に関する検討。
⑨再発の防止策を講じた際に、その効果についての評価に関する検討及
び実行。
⑩個別の状況に応じて慎重に対応する。
５　ハラスメント対策の担当責任者は、●●●●とする。
６　ハラスメント対策委員会における対応状況について、適切記録の上、５
年間保存する。
７　委員の任期は、●年とする。但し、再任を妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
８　委員長は、●●●●により選任する。 
９　委員長は委員会を代表し、会務を総理する。 
１０　委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその
職務を代理する。
１１　委員長は必要に応じて、委員会に関係者の出席を求めることができる。
１２　委員会は、委員長が招集する。
１３　委員会の会議は原則非公開とする。ただし、必要に応じて概要を共有
する。
１４　委員会は(事業所単位or法人単位)で設置する。
１５　委員会は、他の合議体を設置している場合、これと一体的に設置・運営することも可能である。
１６　委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。
１７　委員会の担当者は、各担当者として職務に支障がなければ、身体拘束
適正化担当者等と兼務することは可能である。
１８　委員は、会議に出席することができない場合は、●●●●によってよ
って会議内容を把握できるよう委員会は対応する。
１９　委員会の対応状況については、適切に記録の上、５年間保存する。
２０　委員会の結果については、従業者及び外部に公表する。ただし、匿名
・統計化した再発防止情報に限定する。

第１８条（研修）
１　利用者ニーズの把握及び福祉サービスの向上のため，ハラスメント解決の経過等について職員研修等を積極的に行い，再発防止・職員の資質向上を図る。
２　職員教育を組織的に徹底させていくためには、当事業所の指針に基づいた研修プログラムを実施し、定期的な研修を年一回以上実施することとする。
３　研修の実施内容については、必ず記録する必要がある。
４　研修の実施は、●●●●により行う施設内実施（職員研修や他の研修プ
ログラムに含める）及び外部実施による参加も可能である。

第１９条（事実に基づく適正な対処その他）
１　当事業所は、職員がハラスメントに関する相談を行ったこと、または事実関係の確認等に協力したことを理由として、解雇・減給・降格・配置転換その他不利益な取扱いをしてはならない。
２　この不利益取扱いの禁止は、相談者本人のみならず、相談への同席者や調査協力者にも適用される。
３　事案に関し具体的に講じられた措置について、当事者に説明する。 
４　事業所全体で再発防止策を講ずる。
５　ハラスメントが発生した場合、まず職員の安全を図る。相談を受けた管理者等がハラスメント対応で過度の負担がかかることのないよう、法人全体が組織的に関与する体制を構築することに努める。
６　発生したハラスメント事案について、背景（発生の原因）などをできるだけ把握し、それを踏まえて、体制や対策等を適宜見直していく、PDCAサイクルの考え方を応用していく。
７　ハラスメントに関して、話しやすい職場環境を作るために●●●●等の対策を常日頃から行う。
８　当事業所は、本指針に基づく取組を単なる形式にとどめず、定期的な点検・評価（Plan-Do-Check-Act）を実施し、必要に応じて組織体制の見直しや改善を行う。

第２０条（本指針の閲覧等）
本指針は、本施設で使用するマニュアルに綴り、全ての職員が閲覧を可能とするほか、入居者やご家族が閲覧できるように●●●●へ掲載する。併せて、利用申込者及びその家族にサービス内容を説明する文書にも本指針の措置の概要を記載する。





[bookmark: _Hlk182392924]　　　　　　　　事業者●●●●ハラスメント対策委員会委員名簿

	
	氏名
	区分
	所属団体等

	１
	●●●●
	委員長、ハラスメント対策責任者（委員会招集者）
	事業者●●●●

	２
	●●●●
	委員長代行、ハラスメント対策責任者代行
	事業者●●●●

	３
	●●●●
	ハラスメント担当責任者（記録者）
	事業者●●●●

	４
	●●●●
	第三者委員
	事業者●●●●
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4

相談苦情への対応の流れ
相談・苦情



相談窓口担当者


対策責任者


第三者ヒアリング
相手ヒアリング
本人ヒアリング	


誤解であると判断した場合


事実関係の有無


相手に説明
本人に説明


事実関係があると判断した場合


ハラスメント対策委員会による協議
※対策責任者による判定が困難な場合




「本人」に経過説明


「第三者」事情聴取
「本人」事情聴取
「相手方」事情聴取




懲戒に値する場合
懲戒に値しない場合

判定


けん責、懲戒解雇等（就業規則に基づく処分）
「本人」説明　　　　　
配置転換、行為者謝罪等



解決




再発防止措置



